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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年８月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１月１６日 １３時１８分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市平
ひら

島西方沖 

 平島灯台から真方位２５３°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３２°５９.７′ 東経１２９°１２.４′） 

事故の概要 遊漁船STATUS
ス テ ータ ス

は、南進中、また、郵便船暖流
だんりゅう

は、東進中、両船が

衝突した。 

STATUS は、船底部外板に擦過傷等を生じ、また、暖流は、左舷船

側部の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 STATUS、６.２トン  

ＮＳ２－１０８１７（漁船登録番号）、株式会社谷口製作所 

１３.６０（Lr）ｍ×２.７２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３６８kＷ、平成２８年５月 

第２９３－４０７３５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 郵便船 暖流、４.９８トン 

ＮＳ３－４０５７２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.００ｍ（Lr）ｍ×２.３３ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和５０年１２月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４４歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１９年５月３１日 

免許証交付日 令和３年５月１１日 

         （令和６年１１月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊・特定 

     免許登録日 昭和５１年６月２８日 

免許証交付日 令和３年１１月１６日 

          （令和９年４月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船底部外板に擦過傷、推進器翼に曲損 

Ｂ 左舷船側部に破口及びマスト等に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長が１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、令和５年１月

１６日０７時００分ごろ長崎県小値賀
お ぢ か

町小値賀港を出港し、小値賀島

周辺で釣り場を変えながら遊漁を行っていた。 

 船長Ａは、長崎県佐世保
さ せ ぼ

市宇久
う く

島南東方沖の釣り場から、平島南西

方沖の弁慶
べんけい

曽根付近に移動することとし、１２時３０分ごろ同釣り場

を出発した。 

船長Ａは、操舵室の背もたれ付きの椅子に腰を掛け、ＧＰＳプロッ

ター及び０.７５海里（Ｍ）レンジとしたレーダーを作動させ、ＧＰ

Ｓプロッターのカーソルを弁慶曽根付近に合わせて、平島と長崎県

新上五島
しんかみごとう

町頭ヶ
かしらが

島との間（以下「相
あい

崎瀬戸」という。）の中央部付近

に針路を定めて自動操舵とし、約２１ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で本船を南進させた。 

船長Ａは、頭ヶ島北東端沖で、間もなく弁慶曽根に到着すると思い

ながら南進を続け、椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行っていたとこ

ろ、いつしか居眠りに陥り、１３時１８分ごろ衝撃を感じて目が覚め

た。 

 船長Ａは、減速して周囲を確認したところ、Ｂ船と衝突して、Ｂ船

を乗り越えたことが分かり、釣り客にけががないことを確認した後、

Ｂ船に接近して船長Ｂにけががないことを確認し、船長ＢをＡ船へ移

乗させ、Ａ船でＢ船をえい
．．

航して平島漁港へ向かった。 

Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、委託された郵便物を運搬する目的

で１３時００分ごろ平島漁港に向けて新上五島町友
とも

住
すみ

漁港を出港し

た。 

船長Ｂは、約１０kn の速力で東進中、左舷正横よりやや船首方付

近に横切りの位置関係となるＡ船を認めて減速した後、主機を中立運

転として停留した。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の船首方又は船尾方を通過するものと思いな

がらＡ船の動静を目視で確認していたところ、Ａ船が針路を変える様

子は認められず、Ｂ船の正横付近に向けて接近を続けており、衝突の

危険を感じて主機を後進運転としたものの、１３時１８分ごろＢ船の

前部甲板左舷側ブルワークとＡ船の船首部とが衝突し、Ａ船がＢ船上

を乗り越えた後、右舷側に着水したのを認めた。 

船長Ｂは、船長Ａに促されてＡ船に移乗し、郵便局に本事故の発生

を連絡した後、所属する漁業協同組合の僚船に支援を要請した。 

Ｂ船は、平島漁港防波堤突端付近までＡ船にえい
．．

航された後、来援

した僚船に横抱きされて、平島漁港に入港した。 
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漁業協同組合の職員は、入港してきたＢ船に損傷を認めて本事故の

発生を知り、海上保安庁に１１８番通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  Ａ船は、長崎県長崎市長崎港で釣り客を乗船させて宇久島及び小値

賀島周辺海域に行き、遊漁を行って長崎港に戻る形態の２泊３日間の

遊漁を行うことが多く、前月末から連日遊漁を行っていた。 

船長Ａは、２２日間休養日がない状況で遊漁を行っており、本事故

当日が２泊３日の遊漁の３日目で、当日及び前日には、２１時ごろか

ら翌０６時ごろまで睡眠をとっていたが、疲労が溜まっていたと本事

故後に思った。 

 船長Ａは、ふだん、眠気を感じたときには、立って身体を動かすな

どしていたが、本事故時、疲労が溜まっており、短時間で居眠りに

陥ってしまったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、漁業に従事する傍ら、郵便局から委託されて、約３０年

間、Ｂ船で平島漁港と友住漁港との間をほぼ毎日１往復して郵便物の

運搬を行っていた。 

 船長Ｂは、相崎瀬戸を航行する船舶と横切りの位置関係になったと

きはいつも主機を中立運転として停留し、他船がＢ船の船首方又は船

尾方を通過した後に、航行を再開して目的の港に向かっていた。 

 船長Ｂは、いつものようにＢ船を減速させて停留した後、Ａ船がＢ

船を認めて、Ｂ船を避航するものと思っており、Ａ船がＢ船を認めて

いないとは思っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、平島西方沖を自動操舵で南進中、単独で操船中の船長が居

眠りに陥り、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、前路で停留

中のＢ船と衝突したものと推定される。 

 船長Ａは、連日遊漁を行って疲労が蓄積された状態であったこと及

び椅子に腰を掛けた姿勢であったことから、操船を続けるうち、覚醒

水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられる。 

 船長Ｂは、平島西方沖を東進中、左舷方から南進してくるＡ船を認

めた際、Ａ船がＢ船を避航して船首方又は船尾方を通過すると思って

停留していたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、平島西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が東進中、単

独で操船中の船長Ａが居眠りに陥り、同じ針路及び速力で航行を続

け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避航して船首方又は船尾方を通過

すると思って停留していたため、両船が衝突したものと推定される。 
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再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、過度に疲労が蓄積している場合、眠気を感じないまま短

時間で居眠りに陥る可能性があるので、椅子に腰を掛けた姿勢で

操船を続けず、立って身体を動かすなど居眠り運航の防止措置を

採ること。 

・遊漁船の船長は、過度に疲労が蓄積されない程度に、定期的に休

養日を設けることが望ましい。 

・遊漁船の船舶所有者は、船橋航海当直警報装置を設置することが

望ましい。 

・船長は、自船に接近してくる他船を認めて停留した場合、他船が

自船を認識していない可能性があることを考慮して、停留しなが

らも他船の動きに注意を続け、必要な場合は早期に自船を移動さ

せること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 


